
最終改正：平成１９年５月２５日法律第５８号

獣 医 療 法
（平成４年５月２０日法律第４６号）

（目的）
第１条 この法律は、飼育動物の診療施設の開設及び管理に関し必要な事項並びに獣医療を提供する体制の整
備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を図ることを目的とする。

（定義）
第２条 この法律において「飼育動物」とは、獣医師法（昭和２４年法律第１８６号）第１条の２に規定する飼
育動物をいう。
２ この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。
（診療施設の開設の届出）
第３条 診療施設を開設した者（以下「開設者」という。）は、その開設の日から１０日以内に、当該診療施設
の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を
休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

（診療施設の構造設備の基準）
第４条 診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。
（診療施設の管理）
第５条 開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理さ
せなければならない。
２ 前項の規定により診療施設を管理する者（以下「管理者」という。）が、その構造設備、医薬品その他の
物品の管理及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。

（診療施設の使用制限命令等）
第６条 都道府県知事は、診療施設の構造設備が第４条の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設
に関し前条第２項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、
その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を行うべき
ことその他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

（往診診療者等への適用等）
第７条 往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の
診療の業務を行わせる者（以下「往診診療者等」という。）については、その住所を診療施設とみなして、
第３条の規定を適用する。
２ 第５条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器その他の物品（以下「診療用機器等」という。）を所
有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準用する。この場合において、同条中「診療施
設」とあり、及び「構造設備、医薬品の他の物品の管理及び飼育動物の収容」とあるのは、「診療用機器等」
と読み替えるものとする。
３ 都道府県知事は、診療用機器等に関し前項において読み替えて準用する第５条第２項に規定する事項が遵
守されていないと認めるときは、その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等
に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

（報告の徴収及び立入検査）
第８条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に
対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。
２ 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、往診診療者等又は前条第２項
において読み替えて準用する第５条第２項の管理者に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療用機器
等、帳簿書類その他の物件を提出させることができる。
３ 第１項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければな
らない。
４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
（国の開設する診療施設の特例）
第９条 国の開設する診療施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることが
できる。

（獣医療を提供する体制の整備のための基本方針）
第１０条 農林水産大臣は、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針（以下「基本方針」という。）
を定めなければならない。
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
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一 獣医療の提供に関する基本的な方向
二 診療施設の整備及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項
三 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項
四 診療施設その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携に関する基本的事項
五 獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項
六 その他獣医療を提供する体制の整備に関する重要事項
３ 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
４ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなけ
ればならない。
５ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。

（都道府県計画）
第１１条 都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の
整備を図るための計画（以下「都道府県計画」という。）を定めることができる。
２ 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容に即するもの
でなければならない。
一 整備を行う診療施設の内容その他の診療施設の整備に関する目標
二 獣医師の確保に関する目標
三 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域
四 相互の機能及び業務の連携を行う施設の内容及びその方針
五 診療上必要な技術の研修の実施その他の獣医療に関する技術の向上に関する事項
六 その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項
３ 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該都道府県計画に定める前項
第１号及び第３号に規定する事項について、農林水産大臣に協議しなければならない。
４ 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農
林水産大臣に報告しなければならない。

（関係団体の協力）
第１２条 都道府県知事は、都道府県計画の達成に資するため必要があると認めるときは、獣医師が組織する
団体、農業者が組織する団体その他の団体に対し、獣医療の提供、研修の実施その他の必要な協力を求める
ものとする。

（設備等の提供）
第１３条 開設者及び管理者は、都道府県計画の達成に資するため、その診療施設の業務に差し支えない限り、
その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具をその診療施設に勤務しない獣医師の診療、研究又は研修の
ために利用させるように努めるものとする。

（診療施設整備計画の認定）
第１４条 都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画（以下
「診療施設整備計画」という。）を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当で
ある旨の認定を受けることができる。
２ 診療施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 診療施設の整備の目標
二 診療施設の整備の内容及び実施時期
三 診療施設の整備を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
３ 都道府県知事は、第１項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その
診療施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施
設の整備に係るものであると認めるときは、その認定をするものとする。
４ 前３項に規定するもののほか、診療施設整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定め
る。

（株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け）
第１５条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号）第１１条に規
定する業務のほか、前条第１項の認定を受けた者に対し、畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ
低利の資金であって当該認定に係る診療施設整備計画に従って診療施設の整備を実施するために必要なもの
（他の金融機関が融通することを困難とするものであって、資本市場からの調達が困難なものに限る。）のう
ち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
２ 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会
社日本政策金融公庫が定める。
３ 第１項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日
本政策金融公庫法第１１条第１項第６号、第１２条第１項、第３１条第２項第１号ロ、第４１条第２号、第５３
条、第５８条、第５９条第１項、第６４条第１項第４号、第７３条第３号及び別表第２第９号の規定の適用につ
いては、同法第１１条第１項第６号中「除く。）」とあるのは「除く。）及び獣医療法第１５条第１項に規定す
る業務」と、同法第１２条第１項中「同項第５号」とあるのは「獣医療法第１５条第１項に規定する業務並び
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に前条第１項第５号」と、同法第３１条第２項第１号ロ、第４１条第２号及び第６４条第１項第４号中「又は
別表第２第２号に掲げる業務」とあるのは「、別表第２第２号に掲げる業務又は獣医療法第１５条第１項に
規定する業務」と、「同項第５号」とあるのは「獣医療法第１５条第１項に規定する業務並びに第１１条第１
項第５号」と、同法第５３条中「同項第５号」とあるのは「獣医療法第１５条第１項に規定する業務並びに第
１１条第１項第５号」と、同法第５８条及び第５９条第１項中「この法律」とあるのは「この法律、獣医療法」
と、同法第７３条第３号中「第１１条」とあるのは「第１１条及び獣医療法第１５条第１項」と、同法別表第２
第９号中「又は別表第１第１号から第１４号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表
第１第１号から第１４号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は獣医療法第１５条第１項に規定する業
務」とする。

（基本方針等の達成のための援助）
第１６条 国及び都道府県は、基本方針及び都道府県計画の達成に資するため、開設者及び管理者その他の関
係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

（広告の制限）
第１７条 何人も、獣医師（獣医師以外の往診診療者等を含む。第２号を除き、以下この条において同じ。）又
は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告しては
ならない。
一 獣医師又は診療施設の専門科名
二 獣医師の学位又は称号
２ 前項の規定にかかわらず、獣医師又は診療施設の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、
広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるものは、広告することができる。この場合におい
て、農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法その他の事項について必要な制限をすることがで
きる。
３ 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴
かなければならない。

第１８条 削除
（経過措置）
第１９条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は
改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）
を定めることができる。

（罰則）
第２０条 次の各号の一に該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。
一 第６条又は第７条第３項の規定による命令に違反した者
二 第１７条第１項の規定に違反した者

第２１条 次の各号の一に該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。
一 第３条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第５条第１項（第７条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
三 第８条第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第１項の規定に
よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第２項の規定による物件の提出をしなかった者

第２２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科す
る。
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